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○

地
域
再
生
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
の
実
施
主
体
と
な
る
こ
と
が
で
き

（
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
の
実
施
主
体
と
な
る
こ
と
が
で
き

な
い
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
要
件
）

な
い
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
要
件
）

第
四
条

法
第
五
条
第
四
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
四
条

法
第
五
条
第
四
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
地
方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

る
地
方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

市
町
村

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

二

市
町
村

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

そ
の
区
域
の
全
部
が
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
内
に
あ
る
こ
と
。

ロ

そ
の
区
域
の
全
部
が
次
条
に
規
定
す
る
区
域
内
に
あ
る
こ
と
。

（
産
業
及
び
人
口
の
過
度
の
集
中
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺

（
産
業
及
び
人
口
の
過
度
の
集
中
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺

の
地
域
等
）

の
地
域
）

第
五
条

法
第
五
条
第
四
項
第
五
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
平
成
三
十
年
四

第
五
条

法
第
五
条
第
四
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
平
成
二
十
七
年
八

月
一
日
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。

月
一
日
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。

一

首
都
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

一

首
都
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
既
成
市
街
地
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
地
帯

定
す
る
既
成
市
街
地
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
地
帯

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

法
第
五
条
第
四
項
第
五
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一

日
に
お
け
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。

（
集
落
生
活
圏
か
ら
除
か
れ
る
区
域
）

（
集
落
生
活
圏
か
ら
除
か
れ
る
区
域
）

第
六
条

法
第
五
条
第
四
項
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
都
市
計
画
法
（
昭

第
六
条

法
第
五
条
第
四
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
都
市
計
画
法
（
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都

和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
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市
計
画
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
を
い
う
。
第
十
九
条
第
一

市
計
画
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
を
い
う
。
第
十
四
条
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
同
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
同
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

都
市
計
画
区
域
内
の
同
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
地
域
が
定
め

都
市
計
画
区
域
内
の
同
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
地
域
が
定
め

ら
れ
て
い
る
土
地
の
区
域
と
す
る
。

ら
れ
て
い
る
土
地
の
区
域
と
す
る
。

（
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
）

（
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
）

第
七
条

法
第
五
条
第
四
項
第
十
一
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
主
と
し
て
次
に

第
七
条

法
第
五
条
第
四
項
第
九
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
主
と
し
て
次
に
掲

掲
げ
る
事
業
を
行
う
施
設
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
施
設
と
す
る
。

げ
る
事
業
を
行
う
施
設
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
施
設
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
来
訪
者
等
の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
又
は
物
件
）

第
十
二
条

法
第
十
七
条
の
七
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
又
は
物
件
は
、
次
に

（
新
設
）

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

自
転
車
駐
車
場
で
自
転
車
を
賃
貸
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

二

観
光
案
内
所

三

路
線
バ
ス
（
主
と
し
て
一
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
運
行
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
停
留
所
の
ベ
ン
チ
又
は
上
家

四

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
第
六
号

に
掲
げ
る
仮
設
工
作
物

（
負
担
金
及
び
延
滞
金
の
収
納
の
委
託
）

第
十
三
条

認
定
市
町
村
（
法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
市
町
村
を

（
新
設
）

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
十
七
条
の
八
第
一
項
の
負
担

金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
負
担
金
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
四
項
の

延
滞
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
延
滞
金
」
と
い
う
。
）
の
収
納
の
事
務

を
私
人
に
委
託
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
、
か
つ
、
受
益
事
業
者
（
法
第
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十
七
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
受
益
事
業
者
を
い
う
。
）
の
見
や
す
い
方
法
に

よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
七
条
の
八
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
金
及
び
延
滞
金
の
収
納
の
事
務

の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
認
定
市
町
村
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

収
納
し
た
負
担
金
及
び
延
滞
金
を
、
そ
の
内
容
を
示
す
計
算
書
を
添
え
て
、
当
該

認
定
市
町
村
又
は
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

六
十
八
条
に
規
定
す
る
当
該
認
定
市
町
村
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機

関
、
収
納
代
理
金
融
機
関
若
し
く
は
収
納
事
務
取
扱
金
融
機
関
に
払
い
込
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
十
七
条
の
八
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
金
及
び
延
滞
金
の
収
納
の
事
務

を
私
人
に
委
託
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
認
定
市

町
村
は
、
当
該
委
託
に
係
る
負
担
金
及
び
延
滞
金
の
収
納
の
事
務
に
つ
い
て
検
査

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
来
訪
者
等
の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
又
は
物
件
に
関
す
る
技
術
的
基
準

）
第
十
四
条

法
第
十
七
条
の
十
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

（
新
設
）

す
る
。

一

法
第
十
七
条
の
七
第
四
項
の
施
設
又
は
物
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
来

訪
者
等
利
便
増
進
施
設
」
と
い
う
。
）
の
外
観
及
び
配
置
は
、
で
き
る
限
り
都

市
公
園
の
風
致
及
び
美
観
そ
の
他
都
市
公
園
と
し
て
の
機
能
を
害
し
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

二

地
上
に
設
け
る
来
訪
者
等
利
便
増
進
施
設
の
構
造
は
、
倒
壊
、
落
下
そ
の
他

の
事
由
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
そ
の
他
の
公
園
施
設
（

都
市
公
園
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
園
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
保
全
又
は
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
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い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

地
下
に
設
け
る
来
訪
者
等
利
便
増
進
施
設
の
構
造
は
、
堅
固
で
耐
久
力
を
有

す
る
と
と
も
に
、
公
園
施
設
の
保
全
、
他
の
占
用
物
件
（
都
市
公
園
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
占
用

物
件
を
い
う
。
）
の
構
造
又
は
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

来
訪
者
等
利
便
増
進
施
設
の
う
ち
、
第
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
自
転
車
駐

車
場
に
あ
っ
て
は
そ
の
敷
地
面
積
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
、
同
条
第
二
号

に
掲
げ
る
観
光
案
内
所
に
あ
っ
て
は
そ
の
建
築
面
積
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
停
留
所
の
上
家
に
あ
っ
て
は
そ
の
建
築
面
積
が
二

十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
こ
と
。

五

来
訪
者
等
利
便
増
進
施
設
の
占
用
に
関
す
る
工
事
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

に
よ
る
こ
と
。

イ

当
該
工
事
に
よ
っ
て
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ

う
で
き
る
限
り
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ

工
事
現
場
に
は
、
柵
又
は
覆
い
を
設
け
、
夜
間
は
赤
色
灯
を
つ
け
、
そ
の

他
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
伴
う
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

ハ

工
事
の
時
期
は
、
公
園
施
設
に
関
す
る
工
事
又
は
他
の
占
用
に
関
す
る
工

事
の
時
期
を
勘
案
し
て
適
当
な
時
期
と
し
、
か
つ
、
公
衆
の
都
市
公
園
の
利

用
に
著
し
く
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
時
期
と
す
る
こ
と
。

（
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
）

第
十
五
条

法
第
十
七
条
の
十
四
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
使
用
及
び
収
益
を
目
的

（
新
設
）

と
す
る
権
利
は
、
当
該
商
店
街
活
性
化
促
進
区
域
（
法
第
五
条
第
四
項
第
七
号
に

規
定
す
る
商
店
街
活
性
化
促
進
区
域
を
い
う
。
）
内
の
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
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昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
又
は
土
地
に
関
す
る
対
抗
要
件
を
備
え
た
地
上
権
及
び
賃
借
権

と
す
る
。

（
商
店
街
活
性
化
促
進
事
業
関
連
保
証
に
係
る
保
険
料
率
）

第
十
六
条

法
第
十
七
条
の
十
六
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
率
は
、
保
証
を
し
た
借

（
新
設
）

入
れ
の
期
間
（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
五

十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
借
入
れ
の
期
間
を
い
う
。
）
一
年
に
つ
き
、

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
普
通
保
険
及
び
同
法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
無
担
保
保

険
に
あ
っ
て
は
〇
・
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
（
同
令
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
（
同
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
座
貸

越
し
特
殊
保
証
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
場
合
は
、
〇
・
三

五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
同
法
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
口
保
険
に
あ

っ
て
は
〇
・
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊

保
証
の
場
合
は
、
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す
る
。

（
建
築
等
の
届
出
を
要
す
る
行
為
）

（
建
築
等
の
届
出
を
要
す
る
行
為
）

第
十
七
条

法
第
十
七
条
の
十
八
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

第
十
二
条

法
第
十
七
条
の
八
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

工
作
物
（
建
築
物
を
除
く
。
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
設

一

工
作
物
（
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第

二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く

。
同
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
設

二

（
略
）

二

（
略
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
行
為
の
ほ
か
、
地
域
再
生
拠
点
（
法
第
五
条
第
四
項
第
八

三

前
二
号
に
掲
げ
る
行
為
の
ほ
か
、
地
域
再
生
拠
点
（
法
第
五
条
第
四
項
第
六
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号
に
規
定
す
る
地
域
再
生
拠
点
を
い
う
。
）
の
形
成
を
図
る
上
で
支
障
を
及
ぼ

号
に
規
定
す
る
地
域
再
生
拠
点
を
い
う
。
）
の
形
成
を
図
る
上
で
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の

す
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の

（
建
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為
）

（
建
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為
）

第
十
八
条

法
第
十
七
条
の
十
八
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

第
十
三
条

法
第
十
七
条
の
八
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
七
条
の
十
八
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

一

法
第
十
七
条
の
八
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

る
も
の

も
の

イ

当
該
地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
（
法
第
十
七
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す

イ

当
該
地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
（
法
第
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る

る
地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
を
い
う
。
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
を
い
う
。
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記

記
載
さ
れ
た
法
第
十
七
条
の
十
七
第
三
項
第
二
号
の
誘
導
施
設
を
有
す
る
建

載
さ
れ
た
法
第
十
七
条
の
七
第
三
項
第
二
号
の
誘
導
施
設
を
有
す
る
建
築
物

築
物
で
仮
設
の
も
の
の
建
築
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為

で
仮
設
の
も
の
の
建
築
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二

法
第
十
七
条
の
十
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

二

法
第
十
七
条
の
八
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

る
も
の

も
の

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

（
建
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
都
市
計
画
事
業
の
施
行
と
し
て
行
う
行
為
に
準
ず

（
建
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
都
市
計
画
事
業
の
施
行
と
し
て
行
う
行
為
に
準
ず

る
行
為
）

る
行
為
）

第
十
九
条

法
第
十
七
条
の
十
八
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に

第
十
四
条

法
第
十
七
条
の
八
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲

掲
げ
る
行
為
（
都
市
計
画
法
第
四
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
事
業
の
施

げ
る
行
為
（
都
市
計
画
法
第
四
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
事
業
の
施
行

行
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）
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○

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
七
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
五
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
業
務
）

（
法
第
五
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
業
務
）

第
十
四
条

法
第
五
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

第
十
四
条

法
第
五
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
命
令
で
都
道
府
県
機
構
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場

三

次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
命
令
で
都
道
府
県
機
構
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場

合
に
お
け
る
当
該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
協
議
に
お
い
て
都
道
府
県
機
構
が
行

合
に
お
け
る
当
該
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
協
議
に
お
い
て
都
道
府
県
機
構
が
行

う
業
務

う
業
務

イ

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
十
七
第
二
項

イ

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
七
第
二
項
の

の
農
林
水
産
省
令
・
国
土
交
通
省
令

同
条
第
一
項
の
協
議

農
林
水
産
省
令
・
国
土
交
通
省
令

同
条
第
一
項
の
協
議

ロ

地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令

同
条
第
一
項

ロ

地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
二
十
六
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令

同
条
第
一
項

の
協
議

の
協
議

ハ
～
ト

（
略
）

ハ
～
ト

（
略
）
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○

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
）

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
）

第
三
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め
る
も

第
三
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め
る
も

の
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
法

の
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
法

律
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
を
含
む
。
）
に
基
づ

律
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
を
含
む
。
）
に
基
づ

く
制
限
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
及
び
都
市
計
画
法
施
行
法
（
昭
和
四
十

く
制
限
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
及
び
都
市
計
画
法
施
行
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

三
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
る
緑
地
地
域
内
に
お
け
る
建
築
物
又
は
土
地
に
関
す
る
工
事
若
し
く

る
も
の
と
さ
れ
る
緑
地
地
域
内
に
お
け
る
建
築
物
又
は
土
地
に
関
す
る
工
事
若
し
く

は
権
利
に
関
す
る
制
限
（
同
法
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法

は
権
利
に
関
す
る
制
限
（
同
法
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
当
該

第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
当
該

宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
と
す
る
。

宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三
十
三

（
略
）

一
～
三
十
三

（
略
）

三
十
三
の
二

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
十
八

三
十
三
の
二

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
八
第

第
一
項
及
び
第
三
項

一
項
及
び
第
三
項

三
十
四
～
三
十
七

（
略
）

三
十
四
～
三
十
七

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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